
仕 様 書 

 

 件 名 文系学部図書室の蛍光灯及び書架の更新作業の委託 

 

 目 的 

(1) 蛍光灯の更新 

人文社会学部図書室内の書架の一部に蛍光灯が据え付けられているが、蛍光灯は「水銀に関

する水俣条約第 5回締約国会議」において、2027 年末までに製造・輸出入ともに禁止される

ことが決定している。そのため、本契約において、蛍光灯から LED へと更新する。なお、照明

器具の選定にあたっては、個々の什器の外観や機能を損なわず、図書室として適切な照度と照

射範囲を確保する。 

(2) 書架の更新 

法学部及び経済経営学部の電動書架は、南大沢キャンパス移転時から設置されており、耐用

年数を大幅に経過しているため、老朽化により電気系統に起因した故障が頻発している。交換

部品の廃番も懸念されることから、今後、将来に渡って教育・研究に係る文献提供の安全確保

及び利便性向上に寄与するため、よりシンプルな機構であり、尚且つ日常の電気的メンテナン

スが不要な手動式の集密書架へと更新する。なお、この更新により、書架の照明も LED が据え

付けられたものへと切り替える。 

 

 履行期間 契約締結日の翌日から令和７年１０月３日まで 

 

 履行場所 東京都八王子市南大沢１－１ 

 東京都立大学南大沢キャンパス 

 ５号館 人文社会学部図書室 

 ４号館 法学部図書室 

 ３号館 経済経営学部図書室 

 

 支払方法 検査完了後、適正な請求書を受領した日から起算して 60 日以内に一括で 

       支払う。 

 

 委託内容 特記仕様書による 

 

 受託条件 

以下、（1）及び(2)を証明する書類を提出すること。 

(1) 過去 10 年以内に 10件以上の大学等教育研究機関の図書館・図書室において、照明器具 

備え付けの図書館什器の製作及び納入実績があること。 

(2) 過去 5年以内に 5件以上の大学等教育研究機関の図書館・図書室において、図書館什器

の蛍光灯照明を LED照明化した実績があること。 



 

 守秘義務 

受託者は、作業の実施にあたり、業務上知り得た本学の秘密に属する事項について第三者に 

漏洩してはならない。これは、本業務委託の終了後においても有効とする。 

 

 環境により良い自動車の使用 

  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）第 37

条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。   

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物資の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法（平成 4年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めるこ

と。 

    なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車車検証（車検証）、粒子状物資現象装着

証明書などの提示又は写の提出を求められた場合には速やかに提示又は提出すること。 

 

10 その他  

  本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、本学担当と協議の上、決定することとする。 

  

【担 当】 

都立大学管理部文系管理課会計係 

小島 

Email：b-kaikei@jmj.tmu.ac.jp 

電話：042-677-1111 内線 1112 
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